
品川区立中学校および義務教育学校後期課程クラブ活動等

における大会参加費支出要綱

制定 平成４年９月１日 教育長決定 要綱第３号 

改正 平成11年２月25日       要綱第２号 

平成23年10月31日       要綱第14号 

平成28年４月１日       要綱第56号 

平成31年２月28日       要綱第６号 

１．目的

この要綱は、品川区立中学校および義務教育学校後期課程クラブ員が教育活動内にお

けるブロック、都および全国の競技大会・各種コンクール等（以下、「ブロック大会等」

という。）に参加する際に要する経費（大会参加費）を区が支出することについて、必

要な事項を定めることによりクラブ活動の振興を図ることを目的とする。 

２．支出対象

ブロック大会等の中学校体育連盟公式戦・各種コンクール等への参加費とし、金額に

ついては、大会要項に定める額とし、予算の範囲内にて支出する。 

⑴ 学校長は、各大会等への参加が決定した場合は、大会要項の写しを添付のうえ、様

式１をもって学務課長に申請する。 

⑵ 学務課長は、申請内容を審査し、結果を学校長へ連絡する。 

⑶ 学務課長は、申請の決定後すみやかに参加費を支給する。 

３．報告

⑴ 学校長は、参加費の支払いについて、様式２に領収書を添付のうえ、学務課長に報

告しなければならない。なお、領収書が発行されない大会等の場合は、様式４をもっ

て報告しなければならない。 

⑵ 学校長は、大会結果について、必要に応じ学務課長に報告しなければならない。 

４．その他

⑴ 学校長は、やむを得ない理由により大会等の参加費の支払い後に申請をする場合は、

事前に学務課長に報告し、様式３、様式１および様式２に大会要項の写しおよび領収

書を添付のうえ、学務課長へ申請しなければならない。なお、領収書が発行されない

大会等の場合は、様式４をもって報告しなければならない。 

⑵ この要項の実施に関して必要な事項は、学務課長が定める。 

付 則

この要綱は、平成４年９月１日から施行し、平成４年４月１日から適用する。 

付 則

この要綱は、平成11年４月１日から施行する。 



付 則

この要綱は、平成24年１月１日から施行する。 

付 則

この要綱は、平成28年４月１日から施行する。 

付 則

この要綱は、平成31年４月１日から施行する。 
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